
富山県内水面漁場管理委員会議事録（ 案）  

 

１  開催の日時及び場所 

   日時  令和６ 年２ 月 21 日（ 水） 午後２ 時から 午後２ 時 35 分 

   場所  森林水産会館 33 号室 

 

２  出席委員 

竹野博和、 笠井廣志、 立野義弘、 東 秀一、 堀井律子、 中田礼子 

（ 欠席委員： 山本勝徳、 角眞光彦）  

 

３  議 長 

富山県内水面漁場管理委員会 会長 竹野博和 

 

４  委員会の成立 

定員の過半数の委員が出席し ているこ と から 、漁業法第145条第１ 項及び第173

条の規定に基づき、 当委員会は成立。  

 

５  議事録署名委員の指名 

立野義弘、 堀井律子 

 

６  県職員等 

水産漁港課 地崎課長、 小善副主幹、 川口主任 

 

７  事務局職員 

辻本事務局長（ 水産班長兼務）  

 

８  付議事項（ 議題）  

（ １ ）  令和６ 年度増殖目標量の委員会指示について（ 協議）  

県水産漁港課の川口主任から 、 資料１ －１ に基づき説明があった。  

令和６ 年２ 月に第５ 種共同漁業権を有する 全ての内水面漁協に対し てヒ アリ

ングを実施し た。 ほぼ全ての魚種で、 委員会指示量に対し 問題なく 増殖が実施さ

れていた。 備考欄の※１ と して、 呉東内水面漁協のイワナについて、 発注の遅れ

により 稚魚が購入できず、 85 g サイ ズの成魚のみ購入可能であったこ と から 稚魚

を成魚に振り 分けて放流さ れた。 改正漁業法では、 増殖目標については、 金額に

よ る指示が可能と の見解が示さ れているこ と から 、 稚魚の購入に充てるはずだっ

た経費を成魚の購入に充てるよう 指導し たと こ ろ、 片貝川と 角川の両河川で 500

尾ずつの放流実績と なった。 また、 ※２ では、 婦負漁協のサク ラ マス親魚の汲み



上げ放流が目標尾数に達しなかったため、 代替措置と し てサク ラ マス稚魚 5 ㎏分

を購入し て１ 尾あたり 約 20 g の魚が放流さ れている。 さ ら に、 ★印で示したコ

イ については、 KHV 病まん延防止措置の徹底の観点から 、 呉東内水面、 中新川内

水面、 白岩川南部、 富山、 婦負漁協およ び庄川漁連では放流が見合わせら れた。

白龍漁協においては、 令和５ 年度は指示量どおり の増殖を実施いただいたが、 昨

年９ 月の県の常例検査において、 正組合員数が 12 名と 定数を満たさ ず、 水産業

協同組合法第 68 条第５ 項に定める組合の解散事由に該当する状況と なっている

こ と が判明し た。 こ のこ と について、 去る ２ 月７ 日付けで白龍漁協から 、 今後、

司法書士を雇用し て解散の事務手続きを進める と 回答があり 、 令和６ 年度以降は

組合と し ての活動を行わない旨、意志確認がと れている。漁業法の考えにおいて、

漁協が有する 共同漁業権は当該漁協が解散し たこ と によ って直ちに消滅する も

のではなく 、 その処分は清算事務において処理さ れるべきと さ れているこ と から 、

当該内共第７ 号共同漁業権については、 白龍漁協の解散手続きの中で放棄等の対

応をと るこ と と し 、 令和６ 年度については増殖目標を課さ ないこ と と する方針を

考えている 。  

漁業権漁場における 外来魚の生息状況について、 各内水面漁協から 外来魚の生

息量、 遊漁者数、 食害についてアンケート を聴取した。 神通川と 庄川では、 外来

魚の生息が確認さ れた。 その他の漁協では、 生息はない、 または不明であった。

神通川水系では、 オオク チバス、 コ ク チバス、 ブラ ウント ラ ウト 、 ニジマス、 ブ

ルーギルの生息が確認さ れ、 フナやアユの稚魚の食害が想定さ れた。 庄川では、

オオク チバス、 コク チバス、 ブラ ウント ラ ウト の生息がみら れたが、 生息量や被

害状況は不明であった。  

東委員から 、 白岩川では、 昨年の集中豪雨によ り 河川が被災し ており 、 こ のよ

う ななかで増殖量はこ れまでどおり と する こ と は妥当なのか、 また、 義務放流量

は、次期の漁業権では金額に基づく 放流量に変更が可能か、と の質問がなさ れた。 

辻本事務局長から 、 白岩川に漁業権を有する漁協から 義務放流量について相談

を受けた。 白岩川では堤防が崩壊するなど、 復旧に向けて公共土木工事が実施さ

れており 、 河川の濁り が継続する 状況にある。 現時点では、 義務放流量は計画ど

おり と し 、 災害のため魚を放流し ても 効果が認めら れないと 判断さ れ、 放流量が

規定に達し なかった場合には実績で報告いただく よう 調整し ている。  

川口主任から 、全国的に、放流量を金額に基づく 方法に切り 替わってきている。

放流量が、 こ れまでより も 大幅に減少する こ と は好まし く ないが、 放流魚の販売

金額が高騰し ている こ と から 、 多少の減少はやむを得ないと 考えている。 令和８

年度の漁業権切り 替えの手続きを進める際に、 各漁協から 要望を聞き ながら 進め

ていきたい。  

こ のほか、 委員から 意見や質問等はなく 、 令和６ 年度増殖目標量について「 異

議なし 」 と さ れ、 資料１ －２ のと おり 委員会指示を発出する こ と で承認さ れた。 

 



（ ２ ）  神通川水系熊野川における水産動物採捕規制の委員会指示について（ 協議）  

県水産漁港課の川口主任から 、 資料２ －１ に基づき説明があった。  

神通川水系熊野川の上流域は、 サク ラ マス等の産卵場が確認さ れており 、 資源

保護のため、 漁業権者である富山漁協によ り 禁漁区等の採捕制限が設けら れてい

る。 表１ に、 熊野川における富山漁協の行使規則および遊魚規則によ る採捕制限

をまと めている。 また、 当該区域においては、 魚道を整備するなど、 積極的な資

源保護の取組みが行われている。 し かし ながら 、 小俣橋下流端から 熊野川ダム下

流端までの区域においては、 富山漁協の遊漁規則等でアユやサク ラ マス等の漁業

権魚種の採捕は制限さ れているが、 漁業権魚種以外の魚種は採捕する こ と が可能

であるため、 漁業権者と 遊漁者等と のト ラ ブルが懸念さ れる。 こ のこ と から 、 熊

野川の小俣橋下流端から 熊野川ダム下流端までの区域において、 水産動物の採捕

を制限する 委員会指示が、 平成 20 年４ 月から 継続し てなさ れている が、 現在の

委員会指示は、 令和６ 年３ 月 31 日で終了と なる。 ついては、 本指示を継続する

こ と を内水面漁場管理委員会に協議する。  

竹野会長から 、 本委員会指示は平成 20 年から 継続さ れているも のか。  

川口主任から 、 そのと おり である と の回答がなさ れた。  

こ のほか、 委員から 意見や質問等はなく 、 資料２ －２ に示し た委員会指示のと

おり 発出するこ と と なった。  

 

（ ３ ）  秋サケ来遊実績について（ 情報提供）  

県水産漁港課の川口主任から 、 資料３ に基づき 説明があった。  

10 月の委員会でも 報告し たが、 全国的なサケ来遊尾数の減少により 、 本年度の

県内沿岸におけるサケ漁獲尾数は 1, 251 尾（ 平年比８ ％） 、 河川におけるサケ捕

獲尾数は 5, 256 尾（ 平年比 14％） と 大きく 減少し た。 表には、 本県における沿岸

およ び河川のサケ捕獲実績を、 昨年、 そし て平年と 比較する 形でと り まと めた。

本年度の来遊実績については、 沿岸においても 河川においても 、 平成以降最低で

あった昨年度実績の約半数と いう 大変厳し い結果と なった。 続いて、 全国のサケ

の沿岸漁獲と 河川捕獲を累計し た来遊実績について、 太平洋側では、 北海道は前

年比 65％、 本州は 26％であった。 日本海側では、 北海道は前年比 68％、 富山県

を含めた本州は前年比 41％であった。 北海道は、 昨年度は過去 10 年平均を２ 割

以上上回る 豊漁であったも のの、 今年度は平年を下回り 、 本州は、 平成以降最低

と 、 依然と し て厳し い状況が続いている。 全国における 来遊状況の悪化の理由に

ついては、 国の研究所などから 、 昨年秋の海の高水温により サケが南下できなか

ったなどの見解が指摘さ れている が、 はっき り と し た原因は断定さ れていない。

以上のよう な状況から 、 本県においてサケふ化放流事業に取り 組む６ つの内水面

漁協での採卵数は計 394 万粒に留まった。 こ のため、 近年では初めて北海道から

の種卵を移入するなど、 発眼卵と し て県外から 計 270 万粒を移入し た。 現在、 稚

魚の飼育管理については各ふ化場において順調に取り 組んでおり 、 ２ 月上旬から



３ 月中旬にかけて、 約 507 万尾の稚魚が放流さ れる見込みと なっている。 こ の数

字は、 昨年比 58％、 平年比 32％と なる。  

委員から 意見や質問等はなかった。  

 

（ ４ ）  その他 

特になし  

 

（ ５ ）  次回の委員会の日程について 

次回の委員会を、 令和６ 年５ 月 21 日（ 火） 13 時 30 分から 開催する こ と を申し

合わせ、 散会し た。  

 

 

以上のと おり 、 相違ないこ と を証するため署名する。  

 

令和６ 年２ 月 21 日 

 

 

                  議 長                  

 

 

                  署名委員                 

 

 

                  署名委員                 

 


